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１．国民健康保険事業特別会計について

単位：千円

1

Ｒ４年度決算額 Ｒ３年度決算額 増減（Ｒ４－ Ｒ３）

1 保険料 8,408,206 8,713,621 △ 305,415 △ 3.51 %

2 使用料及び手数料 72 539 △ 467 △ 86.64 %

3 国庫支出金 800 66,967 △ 66,167 △ 98.81 %

4 県支出金 37,320,734 37,431,251 △ 110,517 △ 0.30 %

5 財産収入 83 54 29 53.70 %

6 繰入金 5,119,295 5,166,737 △ 47,442 △ 0.92 %

7 繰越金 3,838,349 3,639,320 199,029 5.47 %

8 諸収入 197,952 216,974 △ 19,022 △ 8.77 %

54,885,491 55,235,463 △ 349,972 △ 0.63 %

1 総務費 995,762 729,481 266,281 36.50 %

2 保険給付費 36,738,884 36,938,038 △ 199,154 △ 0.54 %

3 国民健康保険事業費納付金 13,084,407 12,989,006 95,401 0.73 %

4 保健事業費 455,130 432,075 23,055 5.34 %

5 基金積立金 1 1 0 0.00 %

6 諸支出金 268,138 308,513 △ 40,375 △ 13.09 %

7 予備費 0 0 0 0.00 %

51,542,322 51,397,114 145,208 0.28 %

3,343,169 3,838,349 △ 495,180 △ 12.90 %

△ 495,180 199,029 △ 694,209 △ 348.80 %
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２．国民健康保険条例の一部改正等について

〇令和６年１月から、出産する被保険者の産前・産後期間の保険料

が免除されます。

○出産する被保険者の均等割と所得割保険料が対象となっており、

出産(又は出産予定月)の前月から出産(又は出産予定月)の翌々月

までの４か月間、多胎妊娠の場合は出産(又は出産予定月)の３か

月前から出産(又は出産予定月)の翌々月までの６か月間、保険料

の免除が受けられます。

〇免除された保険料相当額は、国・県・市が補填することになって

います。

◆ 産前・産後期間の保険料免除措置について
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 松山市の状況（見込）
〇軽減対象世帯及び人数：約１，９００世帯、約２，５００人
〇負担額：約５００万円（軽減総額 約２，０００万円の１／４）

松山市の状況（見込）
〇賦課限度額の引き上げにより、約８００世帯に影響があり、

保険料収入が約１，６００万円増える見込みである。

◆ 国民健康保険料の賦課限度額の引き上げ

区分 令和５年度 令和６年度 状況

医療分 ６５０，０００円 ６５０，０００円 据え置き

支援分 ２２０，０００円 ２４０，０００円 ＋２０，０００円

介護分 １７０，０００円 １７０，０００円 据え置き

合計 １，０４０，０００円 １，０６０，０００円 ＋２０，０００円
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◆ 低所得者に対する軽減措置の所得判定基準について（税制改正）

軽減
割合

令和５年度

５割
４３万円＋
２９.０万円×加入者数＋
１０万円×（給与所得者等の数－１）

２割
４３万円＋
５３.５万円×加入者数＋
１０万円×（給与所得者等の数－１）

令和６年度

４３万円＋
２９.５万円×加入者数＋
１０万円×（給与所得者等の数－１）

４３万円＋
５４.５万円×加入者数＋
１０万円×（給与所得者等の数－１）

低所得者に配慮して、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準が
引き上げられます。
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３．愛媛県国民健康保険運営方針（案）について

• 第３期愛媛県国民健康保険運営方針（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ資料の改定概要より抜粋）
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R３ Ｒ4 Ｒ5 R６ R7 R8 R９ R10 R11 R12 R13 R14

医療費指数の設定

・複数年かけて、αの設定値を「０」に近づける。

・４方式を採用している市町は、令和11年度をもって資産割を廃止する。

・納付金算定時と同様の【応益割：応能割＝１：標準のβ、均等割：平等割＝７：３】とする。

・赤字削減・解消計画を作成した市町は、計画に従い着実に赤字を解消する。

・収納率の取組に対して、県３号交付金によるインセンティブ強化を図る。

取

組

の

統

一

・

平

準

化

決算補填目的の

一般会計繰入の

廃止

医療費適正化

に係る取組 ・医療費適正化に係る取組や医療費水準の低下等の実績に対して、県３号交付金を活用した更なるインセンティブ強化を図る。

・各市町が実施する保健事業の取組内容を統一化・平準化する。

収納率向上

に向けた取組

項　　目

R３年度～R５年度

【第２期】

R６年度～R11年度

【第３期】

R12年度～R17年度

【第４期】

制

度

・

基

準

の

統

一

算定方式の統一

賦課割合の統一

経費の相互扶助
・納付金の算定において、県単位での参入（相互扶助）する経費の検討する。

・可能なものから順次実施していく。

α＝１ α＝0.75 α＝0.50 α＝0.25 α＝０

相互扶助なし 相互扶助実施に向けた検討

資産割の廃止に向けた検討

モラルハザード対策の検討 医療費適正化に係る取組の推進

モラルハザード対策の検討 モラルハザード対策の実施

決算補填目的の一般会計繰入の完全廃止に向けた対応

３方式統一

統一に向けた検討 県内統一

決算補填目的の一般会計繰入の禁止



４．マイナンバーカード対応について

• 現在までの動き
他人情報の紐付け誤りなどトラブルが相次いだため、国は、マイナンバーの

総点検を進め、これらの結果がまとまり本人確認が終了したとして、令和６年

１２月２日から現行の健康保険証を廃止すると発表した。

• 今後の対応
・令和６年度の国民健康保険証は８月に一斉更新

（経過措置により令和７年７月末まで利用可能）

・令和７年８月１日以降は、原則マイナ保険証を

ご利用いただき、保有しない人には「資格確認書」

を交付する。

・令和６年１２月２日以降に新規加入される方は、

加入時からマイナ保険証をご利用いただくか、

「資格確認書」を交付する。
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【 国民健康保険資格確認書（様式）】
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